
目

次

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
等
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
人
事
委
員
会
規
則
九
―
二
（
職
員
の
定
年
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
第
三
号
中
「
半
日
」
を
「
四
時
間
の
」
に
改
め
、
同
表
第
十
一
号
中
「
職
員
等
の
旅
費

に
関
す
る
条
例
」
を
「
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
一

号
エ
中
「
五
級
」
を
「
七
級
」
に
、
「
階
級
の
警
視
（
管
理
職
手
当
の
支
給
対
象
職
を
除
く
。
）
以

下
の
階
級
」
を
「
階
級
警
視
（
警
察
職
給
料
表
七
級
以
下
に
格
付
け
さ
れ
る
職
に
限
る
。
）
以
下
の

職
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
所
属
職
員
」
を
「
事
務
局
職
員
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
及

び
第
四
号
中
「
所
属
職
員
」
を
「
事
務
局
職
員
（
事
務
局
長
及
び
次
長
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
報
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号
外
第
二
十
五
号

令
和
六
年三

月
二
十
九
日

（
金
曜
日
）



（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
障
害
」
を
「
障
が
い
」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
失
業
者
の
退
職
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
失
業
者
の
退
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
二
号
中
「
障
害
」
を
「
障
が
い
」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
改
正
）

第
三
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
中
「
障
害
」
を
「
障
が
い
」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
改
正
）

第
四
条

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
六
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
一
条
第
二
号
中
「
障
害
」
を
「
障
が
い
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
ウ
中
「
精
神
上
の
障
害
」
を
「
精
神
上
の
障
が
い
」
に
改
め

る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
改
正
）

第
五
条

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
イ
中
「
障
害
」
を
「
障
が
い
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
第
十
六
項
中
「
前
項
」
を
「
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
第
二
十
項
を
第
二
十
一
項
と
し
、
第
十
六
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り

下
げ
、
同
条
に
第
十
六
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

16

警
察
職
員
が
、
大
規
模
な
災
害
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
第
二

条
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
前
項
第
一
号
（
同
号
括
弧

書
き
に
規
定
す
る
額
が
加
算
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中

「
八
百
四
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
千
八
十
円
」
と
す
る
。

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
五
項
中
「
施
設
課
」
を
「
施
設
装
備
課
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
八
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
七
号
の
死
体
取
扱
手
当
の
額
は
、
死
体
一
体
に
つ
き
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

死
体
の
検
視
、
見
分
又
は
検
証
等
に
当
た
っ
て
死
体
に
接
触
し
て
行
う
作
業

千
六
百
円

（
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
と
認
め
ら
れ
る
作
業
で
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の

に
従
事
し
た
場
合
は
、
三
千
二
百
円
）

二

死
体
解
剖
補
助
作
業

三
千
二
百
円

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手

当
）
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

東
青
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部

二

衛
生
研
究
所

第
六
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。四

原
子
力
セ
ン
タ
ー

第
七
条
中
「
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
」
を
「
衛
生
研
究
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
共
同
調
理
場
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中

「
危
機
管
理
局
長

観
光
国
際
戦
略
局
長

エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
」

を
「
危
機
管
理
局
長
」

に
、
「
本
庁
理
事
」
を
「
本
庁
理
事

水
産
局
長
」
に
、

「
本
庁
部
次
長

水
産
局
長

危
機
管
理
局
次
長

観
光
国
際
戦
略
局
次
長

エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
次
長
」

を
「
本
庁
部
次
長

危
機
管
理
局

次
長
」
に
、

「
参
事

交
通
政
策
推
進
監

保
健
医
療
対
策
監

農
商
工
連
携
推
進
監

地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
長
（
区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）
」

を
「
参
事

保
健
医
療
対

危
機
管
理
統

策
監

括
監
」 に

、 「
本
庁
課
長

地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級
の
も
の
に
限
る
。
）

地
域
県
民
局
県
税
部
長

」

を 「
本
庁
課
長

知
事
公
室
長

地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
長

地
域
県
民
局
県
税
部
長

地
域
県
民
局
環
境
管
理
部
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級
の
も
の
に
限
る
。
）
」 に

、「
地東

域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級
の
も
の
に
限
る
。
）

青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
青
森
家
畜
保
健
衛
生
所
長

」
を
「
地
域

地
域

県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級
の
も
の
に
限
る
。
）

県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長
（
職
務
の
級
医
療
職
給
料
表
㈡
七
級
の
も
の
に
限
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学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
中
沢
二

〇
五

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
西
田
二

五
八
の
九
〇



る
。
）
」
に
、

「
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
鰺
ケ
沢
道
路
河
川
事
業
所
長

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
所
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
長

田
舎
館
食
肉
衛
生
検
査
所
長

子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い
所
長

」
を

「
西
北
地
域
県

子
ど
も
自
立

衛
生
研
究
所

動
物
愛
護
セ

食
肉
衛
生
検

民
局
地
域
整
備
部
鰺
ケ
沢
道
路
河
川
事
業
所
長

セ
ン
タ
ー
み
ら
い
所
長

長ン
タ
ー
所
長

査
所
長

」
に
、

「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長

高
等
技
術
専
門
校
長
（
区
分
八
類
の
も
の

八
戸
工
科
学
院
長

を
除
く
。
）

」
を

「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

高
等
技
術
専
門
校
長
（
区
分
八
類
の
も
の
を
除
く
。
）

八
戸
工
科
学
院
長

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長

」
に
、

「
Ｉ
Ｔ
専
門

青
い
森
鉄

新
型
コ
ロ

危
機
管
理

監道
専
門
監

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
監

対
策
監

」
を
「
Ｉ
Ｔ
専
門
監

航
空
推
進
監
」
に
、

「
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部
長

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家
畜
保

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
水
産
事

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
駒
込
ダ

健
衛
生
所
長
（
区
分
六
類
及
び
十
類
の
も
の
を
除
く
。
）

務
所
長

ム
建
設
所
長

」
を

「
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部
長
（
区

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
水

分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）

畜
保
健
衛
生
所
長
（
区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）

産
事
務
所
長

」
に
、

「
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長

む
つ
高
等
技
術
専
門
校
長

障
害
者
職
業
訓
練
校
長

」
を

「
障
が
い
者
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長

む
つ
高
等
技
術
専
門
校
長

障
が
い
者
職
業
訓
練
校
長

」
に
、
「
津
軽
港
利
用
促
進
監

国
際
誘
客
推
進
監

」
を
「
津
軽
港
利
用
促
進
監
」
に
、

「
東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
女
性
相
談
総
室
次
長

衛
生
指
導
監

」
を
「
東
青
地
域
県
民
局
地
域

健
康
福
祉
部
こ
ど
も
女
性
相
談
室
次
長
」
に
、

「
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
次
長
（
区
分
七
類
の
も

む
つ
南
・
白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
次
長

研
究
管
理
監

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
次
長

十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
三
沢
支
所
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長

精
神
保
健
医
長

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
次
長

の
を
除
く
。
）

」
を

「
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
次
長
（
区
分
七
類
の
も
の
を
除
く
。
）

駒
込
ダ
ム
建
設
推
進
監

む
つ
南
・
白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監

衛
生
研
究
所
次
長

研
究
管
理
監

食
肉
衛
生
検
査
所
次
長

食
肉
衛
生
検
査
所
三
沢
支
所
長

食
肉
衛
生
検
査
所
お
い
ら
せ
支
所
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長

精
神
保
健
医
長

」
に
、

「
八
戸
工
科
学
院
副
学
院
長

営
農
大
学
校
教
頭

青
森
空
港
管
理
事
務
所
次
長

消
防
学
校
副
校
長

原
子
力
セ
ン
タ
ー
次
長

美
術
統
括
監

」
を

「
八
戸
工
科
学
院
副
学
院
長

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
次
長

美
術
統
括
監

営
農
大
学
校
教
頭

青
森
空
港
管
理
事
務
所
次
長

消
防
学
校
副
校
長

原
子
力
セ
ン
タ
ー
次
長

」
に
、
「
東
青
地
域
県
民
局
地

下
北
地
域
県
民
局
地

域
農
林
水
産
部
東
青
地
方
水
産
事
務
所
副
所
長

域
農
林
水
産
部
む
つ
家
畜
保
健
衛
生
所
長

」
を
「
東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
東
青
地
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方
水
産
事
務
所
副
所
長
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
本
庁
室
長
代
理
」
を

「
本
庁
室
長
代
理

教
育
政
策
課
学
校
の
幸
せ
推
進
室
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
地
域
県
民
局
、
保
健
所
又
は
」
を
削
り
、
「
定
め
る
者
」
を
「
定
め
る
も
の
」
に
、

「
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
」
を
「
衛
生
研
究
所
」
に
、
「
東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
」
を

「
上
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
、
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
九
―
二
（
職
員
の
定
年
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
九
―
二
（
職
員
の
定
年
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
九
―
二
（
職
員
の
定
年
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
の
対
象
と
な
る
職
か
ら
除
か
れ
る
職
等
）

第
七
条

条
例
第
六
条
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

（
管
理
職
手
当
）
の
別
表
第
一
の
知
事
の
事
務
部
局
の
項
及
び
県
立
高
等
学
校
、
県
立
特
別
支
援

学
校
、
県
立
中
学
校
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五

号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
学
校
の
項
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、
管
理
職
手
当
の
区
分
が

十
類
の
職
と
す
る
。

２

条
例
第
六
条
第
四
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
教
育
職
給
料
表
㈠
又
は
教
育
職
給

料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
三
級
又
は
四
級
で
あ
る
も
の
の
職
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
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別
表
第
一
号
中
「
理
事
」
の
下
に
「
、
水
産
局
長
」
を
加
え
、
同
表
第
五
号
中
「
、
つ
く
し
が
丘

病
院
長
（
法
第
三
条
第
三
項
第
一
号
の
二
に
規
定
す
る
地
方
公
営
企
業
の
管
理
者
が
就
く
場
合
を
除

く
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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